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<用語例〉
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消防法（昭和23年法律第186号）

消防法施行令（昭和36年政令第37号）

消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）

危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）

例 … … … … … …ｲ山台 市 火 災 予 防 条 例

火災予防規則……………ｲ山台市火災予防規則

火災予防規程……………火災予防規程
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都道府県消防主管部長あて消防庁予防課長通達等

消防庁告示

仙台市における法令等の運用基準又は行政指導事項

建築基準法（昭和25年法律第201号）

建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）

建設省告示

耐 火 構 造………………建基法第２条第７号に規定するもの

準耐火構造………………建基法第２条第７号の２に規定するもの

特　　　 避………………建基令第123条第３項に規定する特別避難階段

不 燃 材 料………………

準不燃材料………………| 建基法，建基令に規定するもの

難 燃 材 料………………

特定防火設備……………建基令第112条第19項に規定する防火戸

防火設備の戸……………建基令第109条に規定する防火戸

ＪＩＳ……………………日本産業規格

特定防火対象物…………令別表第１巾項から(4)項まで, (5)項イ，(6)項，(9)項
イ, (16)項イ(16 の2) 項及び(16 の3)項に掲げる防
火対象物

非特定防火対象物………特定防火対象物以外の防火対象物

認　定　品………………夕肖防庁告示に適合するものとして登録認定機関が認
めたもの

特

自

例 令 第32 条 の 規 定 に よ る 措 置

火　 報 … … … … … … 自 動 火 災 報 知 設 備

水噴霧消火設備等………水噴霧消火設備，泡消火設備，不活性ガス消火設備。
ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備の総称

〈掲載例〉

規則13②(1)………………1肖防法施行規則第13条第２項第１号の意である。

(S55.3.12 消防予37)･‥昭和55年３月12日消防予第37号の意である。

(S61.12.12 国告10)･ ‥昭和61年12月12日消防庁告示第10号の意である。

(S59.151) ………………n召和59年仙台市消防局通知等第151号の意である。

［２］１ 2.3  (1) 第２章第１節第２の３の出の意である。ただし，同
じ章・節中の項目を示す場合は，章・節は略した。


	page1

